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告 示 

 

三重県告示第 123 号 

身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条第 1 項の規定により、次のとおり医師を指定しました。 

平成 31 年 3 月 1 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

医療機関の名称 所 在 地 医 師 氏 名 担当する障害分野 

社会医療法人峰和会 

鈴鹿回生病院 
鈴鹿市国府町 112 番地の 1 杉 田 貴 紀 呼吸器機能障害 

国立大学法人 三重大
学医学部附属病院 

津市江戸橋 2 丁目 174 番地 中 島 亜矢子 肢体不自由 

伊賀市立上野総合市民

病院 
伊賀市四十九町 831 番地 田 中 光 司 

肢体不自由 
心臓機能障害 

じん臓機能障害 
呼吸器機能障害 
ぼうこう・直腸機能障害 

小腸機能障害 
肝臓機能障害 

伊賀市立上野総合市民
病院 

伊賀市四十九町 831 番地 三 枝   晋 
肢体不自由 
ぼうこう・直腸機能障害 

小腸機能障害 

伊賀市立上野総合市民
病院 

伊賀市四十九町 831 番地 八 尾 隆 治 
じん臓機能障害 
肝臓機能障害 

伊賀市立上野総合市民
病院 

伊賀市四十九町 831 番地 加 藤 孝 太 肝臓機能障害 

三重県厚生農業協同組

合連合会 鈴鹿中央総
合病院 

鈴鹿市安塚町山之花 1275-53 大 森 隆 夫 
ぼうこう・直腸機能障害 
小腸機能障害 

国立大学法人 三重大
学医学部附属病院 

津市江戸橋 2 丁目 174 番地 竹 上 德 彦 肢体不自由 

国立大学法人 三重大

学医学部附属病院 
津市江戸橋 2 丁目 174 番地 内 藤 陽 平 肢体不自由 

医療法人尚豊会 みた
き総合病院 

四日市市生桑町菰池 458-1 市 田  憲 じん臓機能障害 

高芝眼科 
四日市市諏訪栄町 6-3 愛汗ビル
4Ｆ 

益 田 尚 典 視覚障害 

 

三重県告示第 124 号  

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 29 条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定をする予

定である旨通知がありましたので、同法第 30 条の規定により告示します。 

平成 31 年 3 月 1 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1 保安林予定森林の所在場所 

熊野市神川町神上字陰地 1879 の 1 

2 保安林指定の目的 

水源の涵
かん

養 

3  指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
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(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次のとおり」は省略し、関係書類を三重県農林水産部治山林道課及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供し

ます。） 

 

三重県告示第 125 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項及び第 2 項の規定による届出に対して同法第 8

条第 1 項の規定により伊賀市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

平成 31 年 3 月 1 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

ビッグワールド上野店 

伊賀市小田町字瓜谷 727 

2  伊賀市から聴取した意見 

  意見なし      

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

平成 31 年 3 月 1 日から同年 4 月 1 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 126 号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号）第 7 条第 1 項の

規定により、次の土地の区域を土砂災害警戒区域に指定します。 

平成 31 年 3 月 1 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

区域の名称 区域の所在 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

大中輪 
度会郡南伊勢町神前浦 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 

中輪 
度会郡南伊勢町神前浦 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

寺谷川 4 
度会郡南伊勢町神前浦 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

伯父ヶ谷川 2 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 

西伯父ヶ谷川 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

池場川 1 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

東土城川 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 

土城川 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

中垣内川 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

東中垣内川 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 

村山谷川 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

寺前川 2 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

   

平成31年3月1日 三　重　県　公　報 第　3087　号

3



かんじゃの谷 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

治兵衛谷 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 

本谷川 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

五郎坂川 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

榎木谷川 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 

尻無し二ノ谷川 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

老宅川 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

河内二の谷川 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 

ウシロ谷川 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

村山 1 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

滝ノ後 1 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 

谷村-1 
度会郡南伊勢町山方 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

谷村-2 
度会郡南伊勢町山方 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

福ヶ谷 
度会郡南伊勢町山方 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 

井開道 
度会郡南伊勢町泉 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

丹照 
度会郡南伊勢町泉 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

日山河内口 
度会郡南伊勢町神津佐 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 

髙浜 3-1 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

五ヶ所浦(1)-1 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

五ヶ所浦(1)-3 
度会郡南伊勢町船越 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 

五ヶ所浦(2) 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

神津佐(1) 
度会郡南伊勢町神津佐 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 

切原 1 
度会郡南伊勢町切原 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 

 （「次の図」は省略し、その図面を県土整備部防災砂防課、伊勢建設事務所及び南伊勢町役場に備え置いて縦

覧に供します。） 

 

三重県告示第 127 号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号）第 7 条第 1 項及

び第 9 条第 1 項の規定により、次の土地の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定します。 

平成 31 年 3 月 1 日 

                                                 三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   
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区域の名称 区域の所在 
土砂災害の発生原因
となる自然現象の種

類 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律施行令（平成 13
年政令第 84 号）第 4 条に規定する衝撃に
関する事項 

下ノ谷川 3 
度会郡南伊勢町神前浦 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

下ノ谷川 2 
度会郡南伊勢町神前浦 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

上池川 
度会郡南伊勢町神前浦 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

東伯父ヶ谷川 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

伯父ヶ谷川 1 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

池場川 2 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

池場川 3 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

職谷川 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

西中垣内川 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

ダノ谷川 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

樫谷川 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

河内三の谷川 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

石山谷川 1 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

石山谷川 2 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

大木谷川 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

古和谷川 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

地蔵谷川 1 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

地蔵谷川 2 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

五郎坂 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

村山 2 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

河内 3 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

駿路 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

スルジ川 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

西ノ谷 
度会郡南伊勢町泉 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

虎渓 
度会郡南伊勢町泉 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

腰ヶ谷-1 
度会郡南伊勢町泉 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 
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腰ヶ谷-2 
度会郡南伊勢町泉 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

佛ヶ坂 
度会郡南伊勢町神津佐 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

日山河内口 2 
度会郡南伊勢町神津佐 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

中村 
度会郡南伊勢町神津佐 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

髙浜 1 
度会郡南伊勢町船越 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

髙浜 2 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

髙浜 3-2 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

五ヶ所浦(1)-2 
度会郡南伊勢町船越 

（詳細は次の図のとおり） 
土石流 次の図のとおり 

切原(1) 
度会郡南伊勢町切原 
（詳細は次の図のとおり） 

土石流 次の図のとおり 

河内 1 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 2 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 3 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

伊勢地 1 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

伊勢地 2 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

伊勢地 3 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 1 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神前浦 3 
度会郡南伊勢町神前浦 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神前浦 4 
度会郡南伊勢町神前浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

平谷 1 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中垣内 1 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

職谷 1 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

池場 1 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神前浦 5 
度会郡南伊勢町神前浦 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 2 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 4 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 3 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 4 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 
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村山 5 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 5 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

伊勢地 4 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 6 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 7 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 8 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 9 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 10 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

伊勢地 5 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

伊勢地 6 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 6 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 7 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 8 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 9 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 10 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 11 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 11 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

里田 1 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 12 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 12 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中垣内 2 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 13 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 14 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 15 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 16 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 17 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 18 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 
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河内 19 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 20 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 21 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 22 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 23 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 24 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 25 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

里田 2 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 13 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 26 
度会郡南伊勢町河内 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

河内 27 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 14 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神前浦 6 
度会郡南伊勢町神前浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 15 
度会郡南伊勢町村山 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神前浦 7 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 16 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

里田 3 
度会郡南伊勢町河内 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

村山 17 
度会郡南伊勢町村山 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

栃木竈 7 
度会郡南伊勢町栃木竈 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神前浦 1 
度会郡南伊勢町神前浦 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神前浦 2 
度会郡南伊勢町神前浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神津佐 1 
度会郡南伊勢町神津佐 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神津佐 2 
度会郡南伊勢町神津佐 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神津佐 3 
度会郡南伊勢町神津佐 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神津佐 4 
度会郡南伊勢町神津佐 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神津佐 5 
度会郡南伊勢町神津佐 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

泉 1 
度会郡南伊勢町泉 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 
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泉 2 
度会郡南伊勢町泉 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

泉 3 
度会郡南伊勢町泉 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

泉 4 
度会郡南伊勢町泉 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

切原 2 
度会郡南伊勢町切原 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

切原 3 
度会郡南伊勢町切原 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 1 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 2 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 3 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 1 
度会郡南伊勢町中津浜浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 2 
度会郡南伊勢町中津浜浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 1 
度会郡南伊勢町船越 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 2 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 3 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 4 
度会郡南伊勢町船越 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

切原 4 
度会郡南伊勢町切原 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

泉 5 
度会郡南伊勢町泉 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

泉 6 
度会郡南伊勢町泉 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 5 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 6 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 5 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 6 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 7 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 8 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神津佐 6 
度会郡南伊勢町神津佐 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神津佐 7 
度会郡南伊勢町神津佐 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 4 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 3 
度会郡南伊勢町中津浜浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 
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飯満 1 
度会郡南伊勢町飯満 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 7 
度会郡南伊勢町船越 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 8 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 9 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 10 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 11 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 12 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 13 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 9 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 10 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 11 
度会郡南伊勢町船越 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

飯満 2 
度会郡南伊勢町飯満 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

泉 7 
度会郡南伊勢町泉 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神津佐 8 
度会郡南伊勢町神津佐 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 12 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 14 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 4 
度会郡南伊勢町中津浜浦 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 5 
度会郡南伊勢町中津浜浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神津佐 9 
度会郡南伊勢町神津佐 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神津佐 10 
度会郡南伊勢町神津佐 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 13 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

五ヶ所浦 15 
度会郡南伊勢町五ヶ所浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神津佐 11 
度会郡南伊勢町神津佐 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

神津佐 12 
度会郡南伊勢町神津佐 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 6 
度会郡南伊勢町中津浜浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

飯満 3 
度会郡南伊勢町飯満 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 14 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 
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船越 15 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 16 
度会郡南伊勢町船越 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 17 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

船越 18 
度会郡南伊勢町船越 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 7 
度会郡南伊勢町中津浜浦 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 8 
度会郡南伊勢町中津浜浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 9 
度会郡南伊勢町中津浜浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 10 
度会郡南伊勢町中津浜浦 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 11 
度会郡南伊勢町中津浜浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 12 
度会郡南伊勢町中津浜浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 13 
度会郡南伊勢町中津浜浦 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 14 
度会郡南伊勢町中津浜浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 15 
度会郡南伊勢町中津浜浦 
（詳細は次の図のとおり） 

急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

中津浜浦 16 
度会郡南伊勢町中津浜浦 

（詳細は次の図のとおり） 
急傾斜地の崩壊 次の図のとおり 

（「次の図」は省略し、その図面を県土整備部防災砂防課、伊勢建設事務所及び南伊勢町役場に備え置いて縦

覧に供します。）

 

三重県告示第 128 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 59 条第 1 項の規定により、都市計画事業の認可をしましたので、同

法第 62 条第 1 項の規定に基づき、次のとおり告示します。 

  平成 31 年 3 月 1 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  施行者の名称 

  鳥羽市 

2  都市計画事業の種類及び名称 

  鳥羽都市計画公園事業 

  6・4・1 鳥羽中央公園 

3  事業施行期間 

  平成 31 年 3 月 1 日から平成 38 年 3 月 31 日まで 

4  事業地 

(1) 収用の部分 

鳥羽市大明東町 

(2) 使用の部分 

   なし 

 

 

選 管 告 示 
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三重県選挙管理委員会告示第 10号 

 公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 161 条第 3 項の規定により次のとおり同条第 1 項第 3 号の施設を指

定した旨、施設の指定を取り消した旨及び同号の施設に変更があった旨、関係選挙管理委員会から報告がありま

した。 

  平成 31 年 3 月 1 日 

                       三重県選挙管理委員会委員長  髙  木  久  代   

1  指定 

選挙管理委員会名 施 設 名 所 在 地 指定年月日 

菰野町選挙管理委員会 菰野町農村環境改善セン

ター 

三重郡菰野町大字潤田

4418 番地 

平成 30 年 12 月  7 日 

2  取消 

選挙管理委員会名 施 設 名 所 在 地 取消年月日 

紀宝町選挙管理委員会 鵜殿地域交流センター 南牟婁郡紀宝町鵜殿 321

番地 

平成 31 年  1 月 28 日 

3  変更 

選挙管理委員会名 施 設 名 所 在 地 変更年月日 

尾鷲市選挙管理委員会 （変更前）行野コミュニ

ティセンター 

（変更前）尾鷲市大字行

野浦 122 番地の 4 

平成 31 年  1 月 10 日 

 （変更後）行野コミュニ

ティーセンター 

（変更後）尾鷲市大字行

野浦 122 番地 4 

 

尾鷲市選挙管理委員会 大曽根コミュニティセン

ター 

（変更前）尾鷲市大字大

曽根浦 122 番地の 1 

平成 31 年  1 月 10 日 

  （変更後）尾鷲市大字大

曽根浦 122 番地 1 

 

尾鷲市選挙管理委員会 （変更前）向井コミュニ

ティセンター 

尾鷲市大字向井 349 番地

1 

平成 31 年  1 月 10 日 

 （変更後）向井コミュニ

ティーセンター 

  

尾鷲市選挙管理委員会 （変更前）矢浜コミュニ

ティセンター 

（変更前）尾鷲市矢浜 1

丁目 22 番 12 号 

平成 31 年  1 月 10 日 

 （変更後）矢浜コミュニ

ティーセンター 

（変更後）尾鷲市矢浜一

丁目 22 番 12 号 

 

尾鷲市選挙管理委員会 （変更前）須賀利コミュ

ニティセンター 

尾鷲市須賀利町 176 番地 平成 31 年  1 月 10 日 

 （変更後）須賀利コミュ

ニティーセンター 

  

尾鷲市選挙管理委員会 （変更前）九鬼コミュニ

ティセンター 

尾鷲市九鬼町 255 番地 平成 31 年  1 月 10 日 

 （変更後）九鬼コミュニ

ティーセンター 

  

尾鷲市選挙管理委員会 （変更前）早田コミュニ

ティセンター 

尾鷲市早田町 25 番地 3 平成 31 年  1 月 10 日 
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 （変更後）早田コミュニ

ティーセンター 

  

尾鷲市選挙管理委員会 （変更前）三木浦コミュ

ニティセンター 

尾鷲市三木浦町 273 番地

18 

平成 31 年  1 月 10 日 

 （変更後）三木浦コミュ

ニティーセンター 

  

尾鷲市選挙管理委員会 （変更前）三木里コミュ

ニティセンター 

尾鷲市三木里町 275 番地

43 

平成 31 年  1 月 10 日 

 （変更後）三木里コミュ

ニティーセンター 

  

尾鷲市選挙管理委員会 （変更前）古江コミュニ

ティセンター 

尾鷲市古江町 637 番地 22 平成 31 年  1 月 10 日 

 （変更後）古江コミュニ

ティーセンター 

  

尾鷲市選挙管理委員会 （変更前）賀田コミュニ

ティセンター 

尾鷲市賀田町 1661 番地 平成 31 年  1 月 10 日 

 （変更後）賀田コミュニ

ティーセンター 

  

尾鷲市選挙管理委員会 （変更前）曽根コミュニ

ティセンター 

尾鷲市曽根町 606 番地１ 平成 31 年  1 月 10 日 

 （変更後）曽根コミュニ

ティーセンター 

  

尾鷲市選挙管理委員会 （変更前）梶賀コミュニ

ティセンター 

尾鷲市梶賀町 313 番地 平成 31 年  1 月 10 日 

 （変更後）梶賀コミュニ

ティーセンター「はら

そ」 

  

亀山市選挙管理委員会 城東地区コミュニティセ

ンター 

（変更前）亀山市東町一

丁目 8 番 22 号 

平成 29 年  7 月  1 日 

  （変更後）亀山市東丸町

517 番地 6 

 

志摩市選挙管理委員会 志摩市間崎島開発総合セ

ンター 

（変更前）志摩市志摩町

和具 4236 番地 

平成 29 年 12 月 25 日 

  （変更後）志摩市志摩町

和具 4212 番地 1 

 

明和町選挙管理委員会 明和町人権センター （変更前）多気郡明和町

大字佐田 458 番地の 2 

平成 31 年  1 月 17 日 

  （変更後）多気郡明和町

大字佐田 458 番地 2 

 

明和町選挙管理委員会 明和町総合体育館 （変更前）多気郡明和町

大字坂本 1216 番地の 1 

平成 31 年  1 月 17 日 
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  （変更後）多気郡明和町

大字坂本 1216 番地 1 

 

明和町選挙管理委員会 （変更前）大淀地区コミ

ュニティセンター 

多気郡明和町大字大淀甲

173 番地 

平成 31 年  1 月 17 日 

 （変更後）大淀地区コミ

ュニティーセンター 

  

明和町選挙管理委員会 （変更前）上御糸地区コ

ミュニティセンター 

多気郡明和町大字佐田

2026 番地 

平成 31 年  1 月 17 日 

 （変更後）上御糸地区コ

ミュニティーセンター 

  

明和町選挙管理委員会 （変更前）下御糸地区コ

ミュニティセンター 

（変更前）多気郡明和町

大字内座 171 番地の 3 

平成 31 年  1 月 17 日 

 （変更後）下御糸地区コ

ミュニティーセンター 

（変更後）多気郡明和町

大字内座 368 番地 

 

明和町選挙管理委員会 （変更前）明星地区コミ

ュニティセンター 

（変更前）多気郡明和町

大字明星 1747 番地の 1 

平成 31 年  1 月 17 日 

 （変更後）明星地区コミ

ュニティーセンター 

（変更後）多気郡明和町

大字明星 1747 番地 1 

 

明和町選挙管理委員会 （変更前）斎宮地区コミ

ュニティセンター 

（変更前）多気郡明和町

大字竹川 1050 番地の 2 

平成 31 年  1 月 17 日 

 （変更後）斎宮地区コミ

ュニティーセンター 

（変更後）多気郡明和町

大字竹川 1050 番地 2 

 

 

三重県選挙管理委員会告示第 11号 

 公職選挙法の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会のできる施設の一部を改正する告示を次の

ように定めます。 

  平成 31 年 3 月 1 日 

三重県選挙管理委員会委員長  髙  木  久  代   

   公職選挙法の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会のできる施設の一部を改正する告示 

 公職選挙法の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会のできる施設（平成 13 年三重県選挙管理

委員会告示第 64 号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

市町村名 施設 所在地 市町村名 施設 所在地 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

尾鷲市 行野コミュニ

ティーセンタ

ー 

尾鷲市大字行野

浦122番地4 

尾鷲市 行野コミュニ

ティセンター 

尾鷲市大字行野

浦122番地の4 

尾鷲市 大曽根コミュ

ニティセンタ

ー 

尾鷲市大字大曽

根浦122番地1 

尾鷲市 大曽根コミュ

ニティセンタ

ー 

尾鷲市大字大曽

根浦122番地の1 

尾鷲市 向井コミュニ

ティーセンタ

ー 

尾鷲市大字向井

349番地1 

尾鷲市 向井コミュニ

ティセンター 

尾鷲市大字向井

349番地1 

尾鷲市 矢浜コミュニ 尾鷲市矢浜一丁 尾鷲市 矢浜コミュニ 尾鷲市矢浜1丁目
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ティーセンタ

ー 

目22番12号 ティセンター 22番12号 

尾鷲市 須賀利コミュ

ニティーセン

ター 

尾鷲市須賀利町

176番地 

尾鷲市 須賀利コミュ

ニティセンタ

ー 

尾鷲市須賀利町

176番地 

 

尾鷲市 九鬼コミュニ

ティーセンタ

ー 

尾鷲市九鬼町255

番地 

尾鷲市 九鬼コミュニ

ティセンター 

 

尾鷲市九鬼町255

番地 

 

尾鷲市 早田コミュニ

ティーセンタ

ー 

尾鷲市早田町25

番地3 

 

尾鷲市 早田コミュニ

ティセンター 

 

尾鷲市早田町25

番地3 

 

尾鷲市 三木浦コミュ

ニティーセン

ター 

 

尾鷲市三木浦町

273番地18 

 

尾鷲市 三木浦コミュ

ニティセンタ

ー 

 

尾鷲市三木浦町

273番地18 

 

尾鷲市 三木里コミュ

ニティーセン

ター 

尾鷲市三木里町

275番地43 

 

尾鷲市 三木里コミュ

ニティセンタ

ー 

尾鷲市三木里町

275番地43 

 

尾鷲市 古江コミュニ

ティーセンタ

ー 

尾鷲市古江町637

番地22 

 

尾鷲市 古江コミュニ

ティセンター 

尾鷲市古江町637

番地22 

尾鷲市 賀田コミュニ

ティーセンタ

ー 

尾鷲市賀田町

1661番地 

尾鷲市 賀田コミュニ

ティセンター 

尾鷲市賀田町

1661番地 

尾鷲市 曽根コミュニ

ティーセンタ

ー 

尾鷲市曽根町606

番地1 

尾鷲市 曽根コミュニ

ティセンター 

尾鷲市曽根町606

番地1 

尾鷲市 梶賀コミュニ

ティーセンタ

ー「はらそ」 

尾鷲市梶賀町313

番地 

尾鷲市 梶賀コミュニ

ティセンター 

尾鷲市梶賀町313

番地 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

亀山市 城東地区コミ

ュニティセン

ター 

亀山市東丸町517

番地6 

亀山市 城東地区コミ

ュニティセン

ター 

亀山市東町一丁

目8番22号 

 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

志摩市 志摩市間崎島

開発総合セン

ター 

志摩市志摩町和

具4212番地1 

志摩市 志摩市間崎島

開発総合セン

ター 

志摩市志摩町和

具4236番地 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

三重郡菰野町 菰野町町民セ

ンター  

三重郡菰野町大

字福村871番地2 

三重郡菰野町 菰野町町民セ

ンター  

三重郡菰野町大

字福村871番地2 

三重郡菰野町 菰野町農村環

境改善センタ

ー 

三重郡菰野町大

字潤田4418番地 

   

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

多気郡明和町 明和町人権セ

ンター 

多気郡明和町大

字佐田458番地2 

多気郡明和町 明和町人権セ

ンター 

多気郡明和町大

字佐田458番地の

2 

多気郡明和町 明和町総合体

育館 

多気郡明和町大

字坂本1216番地1 

多気郡明和町 明和町総合体

育館 

多気郡明和町大

字坂本1216番地
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の1 

多気郡明和町 大淀地区コミ

ュニティーセ

ンター 

多気郡明和町大

字大淀甲173番地 

多気郡明和町 大淀地区コミ

ュニティセン

ター 

多気郡明和町大

字大淀甲173番地 

多気郡明和町 上御糸地区コ

ミュニティー

センター 

多気郡明和町大

字佐田2026番地 

多気郡明和町 上御糸地区コ

ミュニティセ

ンター 

多気郡明和町大

字佐田2026番地 

多気郡明和町 下御糸地区コ

ミュニティー

センター 

多気郡明和町大

字内座368番地 

多気郡明和町 下御糸地区コ

ミュニティセ

ンター 

多気郡明和町大

字内座171番地の

3 

多気郡明和町 明星地区コミ

ュニティーセ

ンター 

多気郡明和町大

字明星1747番地1 

多気郡明和町 明星地区コミ

ュニティセン

ター 

多気郡明和町大

字明星1747番地

の1 

多気郡明和町 斎宮地区コミ

ュニティーセ

ンター 

多気郡明和町大

字竹川1050番地2 

多気郡明和町 斎宮地区コミ

ュニティセン

ター 

多気郡明和町大

字竹川1050番地

の2 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

南牟婁郡紀

宝町 

中村多目的集

会施設 

  南牟婁郡紀宝町 

成川622番地2 

南牟婁郡紀

宝町 

中村多目的集

会施設 

南牟婁郡紀宝町 

成川622番地2 

   南牟婁郡紀 

宝町 

鵜殿地域交流

センター 

南牟婁郡紀宝町

鵜殿321番地 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

 

三重県選挙管理委員会告示第 12号 

 不在者投票のできる施設の指定の一部を改正する告示を次のように定めます。 

  平成 31 年 3 月 1 日 

三重県選挙管理委員会委員長  髙  木  久  代   

   不在者投票のできる施設の指定の一部を改正する告示 

 不在者投票のできる施設の指定（昭和 54 年三重県選挙管理委員会告示第 11 号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

老人ホーム 老人ホーム 

 （略） （略）  （略） （略） 

 津市神戸154-9 サービス付き高齢者向け

住宅安濃津ろまん 

 津市神戸154-9 サービス付き高齢者向け

住宅安濃津ろまん 

 津市一身田平野726-3 憩いの里津ケアホーム    

 （略） （略）  （略） （略） 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25 年法律第 101 号）第 18 条第 1 項の規定により、農地中間管理

機構から農用地利用配分計画の認可申請がありましたので、同条第 3 項の規定により公告し、次のとおり縦覧に

供します。 

公 告 
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  平成 31 年 3 月 1 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  縦覧に供する農用地利用配分計画の概要 

賃借権の設定等を受ける者 
賃借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住所の所在する市町村名 

樋口 完 鈴鹿市 鈴鹿市野村町東浦 19 ほか 12 筆 

株式会社 瑞穂の国川出農園 鈴鹿市 鈴鹿市柳町西中島 1004 ほか 9 筆 

株式会社 ライスセンターいとう 鈴鹿市 鈴鹿市柳町汲田 1813 ほか 3 筆 

矢野 隆司 三重郡朝日町 三重郡朝日町縄生円場 113-1 

後藤 菊夫 三重郡朝日町 三重郡朝日町縄生円場 111-1 

多氣 丈史 津市 津市木造町中ノ坪 393 ほか 28 筆 

株式会社 林営農センター 津市 津市殿村木ノ坪 1593 ほか 2 筆 

有限会社 イケダグリーン 津市 津市白山町中ノ村大谷 625 ほか 3 筆 

大田 雅久 津市 津市白山町中ノ村大谷 631 ほか 3 筆 

北川 陽司 松阪市 津市木造町観音堂 2231-1 ほか 1 筆 

株式会社 陽光園 松阪市 津市木造町狭間 2150-1 ほか 3 筆 

有限会社 玉善 松阪市 松阪市美濃田町字上免 170 ほか 41 筆 

平田 佳久 松阪市 松阪市中道町字古新田 656 ほか 4 筆 

滝本 龍治 伊賀市 伊賀市下神戸御代川 2971 ほか 2 筆 

東本 晃男 伊賀市 伊賀市下神戸馬場崎 4144 ほか 13 筆 

吉川 正記 伊賀市 伊賀市比土西切 3138-1 ほか 5 筆 

農事組合法人 ひじきファーム 伊賀市 伊賀市岡波沢 1541 ほか 15 筆 

農事組合法人 勝地の里 伊賀市 伊賀市勝地川南 2195-1 ほか 7 筆 

尾鷲ヤードサービス 株式会社 尾鷲市 尾鷲市向井村ノ上 140-9 ほか 4 筆 

武田 修司 南牟婁郡御浜町 南牟婁郡御浜町上市木越ノ谷 3632-1 

2  農用地利用配分計画の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   三重県農林水産部担い手支援課 

(2) 縦覧期間 

   平成 31 年 3 月 1 日から同月 14 日まで 

 

 職業能力開発促進法施行規則（昭和 44 年労働省令第 24 号）第 66 条第 3 項の規定に基づき、技能検定試験の

実施について次のとおり公示します。 

  平成 31 年 3 月 1 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  等級区分 

1 級、2 級、3 級及び単一等級（前期実施） 

2  技能検定の実施職種、実施期日及び実施場所 

別表のとおり 

3  技能検定試験の方法 

学科試験及び実技試験 

4  受検手数料 

知事が定めた額 

5  受検申請の手続 

(1)  提出書類等 

ア 技能検定受検申請書 

イ 実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、その資格を証する書面 

ウ 手数料 
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エ 本人確認書類 

(2) 受付場所 

津市栄町 1 丁目 954 番地 三重県栄町庁舎 4 階 

三重県職業能力開発協会 

(3) 受付期間 

平成 31 年 4 月 3 日（水）から同月 16 日（火）まで（土曜日及び日曜日は除きます。）受付を行います。 

また、郵送による場合は、平成 31 年 4 月 9 日（火）の消印のものまで受け付けます。 

 (4) 受検申請に関する注意 

   ア 技能検定は、働く方々の職業能力を評価する試験ですので、受検するためには原則として一定の実務経

験が必要となります。 

  イ 技能検定受検申請書の用紙及び受検案内は、三重県職業能力開発協会で配布します。 

  ウ 実技試験及び学科試験の両方の免除を受ける資格がある者に係る受検申請については、別表に掲げる検

定職種以外の検定職種（指定試験機関が実施する検定職種を除きます。）であっても受け付けます。 

  エ 実技試験又は学科試験が免除される場合は、当該試験に係る手数料を納付する必要はありません。 

  オ 受検申請を受け付けた後は、申請を取り下げた場合又は試験を受けなかった場合でも手数料は返還しま

せん。 

6  その他 

(1) 本公告に関する問い合わせ先は、次のとおりです。 

三重県職業能力開発協会 

電話 059-228-2732 

(2) 実技試験の日程は、平成 31年 5月 31日（金）以後、三重県職業能力開発協会から別途通知します。 

(3) 実技試験において、受検人員が僅少の場合など、諸般の事情により実技試験を行わないことがあります。 

（別表）実施職種、実施期日及び実施場所 

実 施 職 種 

(括弧内は作業名) 

実 施 期 日 
実施場所 

学科試験 実技試験 

3 級 

園芸装飾（室内園芸装飾）、造園（造園工事）、機
械加工（普通旋盤、数値制御旋盤、フライス盤、平面
研削盤及びマシニングセンタ）、工場板金（曲げ板

金）、仕上げ（機械組立仕上げ）、電子機器組立て及
びフラワー装飾 

平成 31 年 

7 月 14 日（日） 
 

平成 31 年 6 月 7 日

（金）から同年 8
月 11 日（日）まで
の間において、三

重県職業能力開発
協会から技能検定
受検申請者に対し

別途通知する日 

三重県職業能力開

発協会から技能検
定受検申請者に対
して別途通知する

場所 

3 級（学科試験のみ） 
 鋳造（鋳鉄鋳物鋳造）、機械検査、建築大工（大工
工事） 

 

（1） 1 級及び 2 級 

造園（造園工事）、金属熱処理（一般熱処理、
浸炭・浸炭窒化・窒化処理及び高周波・炎熱処
理）、金属プレス加工（金属プレス）、産業車両

整備、プラスチック成形（射出成形）、とび、防
水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事、アクリル
ゴム系塗膜防水工事、シーリング防水工事及びＦ

ＲＰ防水工事）、サッシ施工（ビル用サッシ施
工）及び塗装（建築塗装、金属塗装及び噴霧塗
装） 

（2） 3 級 
   金属熱処理（一般熱処理、浸炭・浸炭窒化・窒

化処理及び高周波・炎熱処理） 

（3） 単一等級 
   産業洗浄（高圧洗浄） 

平成 31 年 

8 月 25 日（日） 

平成 31 年 6 月 7 日

（金）から同年 9
月 10 日（火）まで
の間において、三

重県職業能力開発
協会から技能検定
受検申請者に対し

別途通知する日 

1 級及び 2 級 
機械加工（普通旋盤、数値制御旋盤、フライス盤、

数値制御フライス盤、平面研削盤、円筒研削盤、ホブ
盤及びマシニングセンタ）、鉄工（構造物鉄工）、め
っき（電気めっき及び溶融亜鉛めっき）、ダイカスト

（コールドチャンバダイカスト）、電子機器組立て、
建設機械整備、家具製作（家具手加工）、建具製作 

平成 31 年 
9 月 1 日（日） 
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（木製建具手加工）、左官、内装仕上げ施工（プラス

チック系床仕上げ工事、木質系床仕上げ工事、鋼製下
地工事、ボード仕上げ工事及び化粧フィルム工事）及
び広告美術仕上げ（広告面粘着シート仕上げ） 

  

（1） 1 級及び 2 級 

   園芸装飾（室内園芸装飾）、鋳造（鋳鉄鋳物鋳
造）、放電加工（数値制御形彫り放電加工及びワ
イヤ放電加工）、建築板金（内外装板金及びダク

ト板金）、工場板金（曲げ板金）、仕上げ（治工
具仕上げ、金型仕上げ及び機械組立仕上げ）、切
削工具研削（工作機械用切削工具研削）、電気機

器組立て（回転電機組立て、変圧器組立て、配電
盤・制御盤組立て及び回転電機巻線製作）、石材
施工（石張り）、タイル張り、表装（表具及び壁

装）及びフラワー装飾 
（2） 単一等級 

塗料調色（調色） 

平成 31 年 

9 月 8 日（日） 

 

 職業能力開発促進法施行規則（昭和 44 年労働省令第 24 号）第 66 条第 3 項の規定に基づき、技能検定試験の

実施について次のとおり公示します。 

    平成 31 年 3 月 1 日 

                                               三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  等級区分 

    随時に実施する 3 級及び基礎級 

2  技能検定試験の実施職種、実施期日及び実施場所 

   別表のとおり 

3  技能検定試験の方法 

   学科試験及び実技試験 

4  受検手数料 

   知事が定めた額 

5  受検申請の手続 

(1) 提出書類等 

 技能検定受検申請書 

(2)  受付場所 

      津市栄町 1 丁目 954 番地 三重県栄町庁舎 4 階 

      三重県職業能力開発協会 

(3)  受付期間 

     随時受け付けます。ただし、三重県職業能力開発協会が試験実施困難と判断したものは受検申請を受け付

けません。 

 (4) 受検申請に関する注意 

     技能検定受検申請書の用紙は、三重県職業能力開発協会で交付します。 

6   その他 

(1) 本公告に関する問い合わせ先は、次のとおりです。 

 三重県職業能力開発協会 

    電話 059-228-2732 

(2) 受検人員が僅少の場合など、諸般の事情により試験を行わないことがあります。 

（別表）実施職種、実施期日及び実施場所                                          

実施職種 
（括弧内は作業名） 

実施期日 
実施場所 

学科試験 実技試験 

随時 3 級 
さく井（パーカッション式さく井工事及びロータ

リー式さく井工事）、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造及び非
鉄金属鋳物鋳造）、鍛造（ハンマ型鍛造及びプレ
ス型鍛造）、機械加工（普通旋盤、数値制御旋

盤、フライス盤及びマシニングセンタ）、金属プ
レス加工（金属プレス）、鉄工（構造物鉄工）、 

三重県職業能力開
発協会から技能検

定受検申請者に対
し別途通知する日 

三重県職業能力開
発協会から技能検

定受検申請者に対
し別途通知する日 

三重県職業能力開
発協会から技能検

定受検申請者に対
し別途通知する場
所 
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建築板金（内外装板金及びダクト板金）、工場板

金（機械板金）、めっき（電気めっき及び溶融亜
鉛めっき）、アルミニウム陽極酸化処理（陽極酸
化処理）、仕上げ（治工具仕上げ、金型仕上げ及

び機械組立仕上げ）、機械検査、ダイカスト（ホ
ットチャンバダイカスト及びコールドチャンバダ
イカスト）、電子機器組立て、電気機器組立て

（回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御
盤組立て及び回転電機巻線製作）、プリント配線
板製造（プリント配線板設計及びプリント配線板

製造）、冷凍空気調和機器施工、染色（織物・ニ
ット浸染）、ニット製品製造（靴下製造）、婦人
子供服製造（婦人子供既製服縫製）、紳士服製造

（紳士既製服製造）、寝具製作、帆布製品製造、
布はく縫製（ワイシャツ製造）、家具製作（家具
手加工）、建具製作（木製建具手加工）、紙器・

段ボール箱製造（段ボール箱製造）、印刷（オフ
セット印刷）、製本、プラスチック成形（圧縮成
形、射出成形及びブロー成形）、強化プラスチッ

ク成形（手積み積層成形）、石材施工（石材加工
及び石張り）、パン製造、ハム・ソーセージ・ベ
ーコン製造、水産練り製品製造（かまぼこ製品製

造）、建築大工（大工工事）、かわらぶき、と
び、左官、タイル張り、配管（建築配管及びプラ
ント配管）、型枠施工（型枠工事）、鉄筋施工

（鉄筋組立て）、コンクリート圧送施工（コンク
リート圧送工事）、防水施工（シーリング防水工
事）、内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ

工事、カーペット系床仕上げ工事、ボード仕上げ
工事及びカーテン工事）、熱絶縁施工（保温保冷
工事）、表装（壁装）、塗装（建築塗装、金属塗

装、鋼橋塗装及び噴霧塗装）及び工業包装 
 
基礎級 

 さく井（パーカッション式さく井工事及びロータ
リー式さく井工事）、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造及び非
鉄金属鋳物鋳造）、鍛造（ハンマ型鍛造及びプレ

ス型鍛造）、機械加工（普通旋盤、数値制御旋
盤、フライス盤及びマシニングセンタ）、金属プ
レス加工（金属プレス）、鉄工（構造物鉄工）、

建築板金（内外装板金及びダクト板金）、工場板
金（機械板金）、めっき（電気めっき及び溶融亜
鉛めっき）、アルミニウム陽極酸化処理（陽極酸

化処理）、仕上げ（治工具仕上げ、金型仕上げ及
び機械組立仕上げ）、機械検査、ダイカスト（ホ
ットチャンバダイカスト及びコールドチャンバダ

イカスト）、電子機器組立て、電気機器組立て
（回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御
盤組立て、開閉制御器具組立て及び回転電機巻線

製作）、プリント配線板製造（プリント配線板設
計及びプリント配線板製造）、冷凍空気調和機器
施工、染色（糸浸染及び織物・ニット浸染）、ニ

ット製品製造（丸編みニット製造及び靴下製
造）、婦人子供服製造（婦人子供既製服縫製）、
紳士服製造（紳士既製服製造）、寝具製作、帆布

製品製造、布はく縫製（ワイシャツ製造）、家具
製作（家具手加工）、建具製作（木製建具手加
工）、紙器・段ボール箱製造（印刷箱打抜き、印

刷箱製箱、貼箱製造及び段ボール箱製造）、印刷
（オフセット印刷）、製本、プラスチック成形
（圧縮成形、射出成形、インフレーション成形及

びブロー成形）、強化プラスチック成形（手積み
積層成形）、石材施工（石材加工及び石張り）、
パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水

産練り製品製造（かまぼこ製品製造）、建築大工
（大工工事）、かわらぶき、とび、左官、築炉、
タイル張り、配管（建築配管及びプラント配

管）、型枠施工（型枠工事）、鉄筋施工（鉄筋組
立て）、コンクリート圧送施工（コンクリート圧
送工事）、防水施工（シーリング防水工事）、内

装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事、カ
ーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード
仕上げ工事及びカーテン工事）、熱絶縁施工（保 
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温保冷工事）、サッシ施工（ビル用サッシ施

工）、ウェルポイント施工（ウェルポイント工
事）、表装（壁装）、塗装（建築塗装、金属塗
装、鋼橋塗装及び噴霧塗装）及び工業包装 

   

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次 

のとおり完了しました。 

平成 31 年 3 月 1 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

平成 31 年 

2 月 12 日 
員弁郡東員町大字中上字瀬古口 169-15 

四日市市まきの木台 2 丁目 48 チェリーツイ
ンズまきの木台Ａ-203 
山 川  悟 

平成 31 年 

2 月 12 日 
員弁郡東員町大字鳥取字元鳥取 857 ほか 4 筆 

桑名市大字播磨 622 

片 岡 寿 雄 

平成 31 年 
2 月 14 日 

三重郡菰野町大字千草字西江野 7054-1462 ほか 1 筆 

三重郡菰野町大字千草 7045-939 

鈴 木 晴 彦 
鈴 木 つぐみ 

平成 31 年 
2 月 14 日 

三重郡菰野町大字千草字西江野 7054-749 
三重郡菰野町大字千草 7045-938 
岡 田 清 孝 

平成 31 年 

2 月 18 日 
伊勢市小俣町本町 341-257 

伊勢市岩渕 1 丁目 7-29 
伊勢市 
伊勢市長 鈴 木 健 一 

平成 31 年 
2 月 18 日 

伊勢市小俣町本町 341-53 ほか 2 筆 

伊勢市曽祢 2 丁目 2-9 

有限会社橋本建設 
代表取締役 橋 本  清 

平成 31 年 

2 月 18 日 
松阪市垣鼻町字世古出 692 ほか 5 筆 

松阪市本町 2176 
株式会社トミーフーズ 
代表取締役 富 田 忠 司 

平成 31 年 
2 月 18 日 

松阪市八太町字西里中 831-1 

松阪市上川町 561-4 

県営上川第二団地Ｐ4-403 
磯 﨑 佐知子 

平成 31 年 

2 月 19 日 
員弁郡東員町大字穴太字西宅地 793-1 ほか 3 筆 

東京都千代田区二番町 8-8 
株式会社セブン－イレブン・ジャパン 
代表取締役 古 屋 一 樹 

平成 31 年 

2 月 19 日 
三重郡川越町大字北福崎字宮下 423 

三重郡朝日町大字縄生 822 

安 達 忠 訓 

平成 31 年 
2 月 19 日 

三重郡菰野町大字川北字野大明 3098-3 

三重郡菰野町大字菰野 1901 三滝ハイツ 1-Ｂ 

髙 木  瞳 
髙 木 佑 斗 

平成 31 年 

2 月 20 日 
松阪市高町字汐田 416-1 ほか 11 筆ほか 

松阪市中央町 384-1 
株式会社オーミヤ建設 
代表取締役 西 岡 英 之 

平成 31 年 

2 月 20 日 
三重郡川越町大字豊田字西屋敷 80-1 

三重郡川越町大字豊田 941 

川 村 喜 久 

 

 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定しましたので、三重県病院事業庁の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規

程（平成 11 年三重県病院事業庁管理規程第 15 号）第 12 条の規定により公告します。 

  平成 31 年 3 月 1 日 

三重県病院事業庁長  長 谷 川  耕  一   

1  物品等の名称及び数量   三重県立こころの医療センターで使用する電気 

（予定使用量）約 1,517,000ｋｗｈ 

2  担 当 部 局  津市城山 1 丁目 12-1 

特定調達公告 
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三重県立こころの医療センター運営調整部総務課 

3  落 札 者 決 定 日  平成 31 年 2 月 14 日 

4  落 札 者  大阪府大阪市北区中之島 3 丁目 6 番 16 号 

関西電力株式会社 代表取締役 岩根 茂樹 

5  落 札 金 額  入札価格 26,748,774 円（税込）       

6  決 定 手 続  一般競争入札 

7  入 札 公 告 日  平成 30 年 12 月 28 日 

 

正 誤 

 平成 30 年 7 月 24 日付け三重県公報第 3025 号に登載しました、保安林の指定をする予定である旨の通知の告

示中 

 ページ   行              誤                   正         

   12  上から 25   伊賀市（次の図に示す部分に限る。）  伊賀市・名張市（以上 2 市。次の図に示 

             、名張市               す部分に限る。） 
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